
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第10条に基づく

届出の電子申請による受付について 

 

宇治市では令和8年6月1日より建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条に基づく

届出（以下、リサイクル届といいます。）の電子申請による受付を試行的に行います。電子申

請にあたっては以下の手順により申請いただきますようお願いします。 

 

手順１．手続きページにアクセスするためのメールを受け取る 

・宇治市建築指導課ホームページ又は京都府・市町村共同電子申請サービスより、対象の手続き

ページへアクセスしてください。 

・ログインページに遷移しますが、本手続きは利用者登録を求めませんので【利用者登録をせず

に申し込む方はこちら】を押下してください。 

※今後も継続して手続きを利用される場合は利用者登録いただいても問題ありません。 

・利用規約に【同意する】を押下いただき、遷移後のページにてメールアドレスを入力し【完了

する】を押下してください。 

→電子申請システムより手続きページのURLを示したメールが送信されます。 

 

手順２．手続きページより必要事項を入力し、添付ファイルをアップロードする 

・電子申請システムより送信されたメールに記載の URL より手続きページにアクセスしてくだ

さい。 

・必要事項を入力のうえ、添付ファイルをアップロードし、申し込みを完了してください。 

※アップロードできるデータは、指定のファイル名のPDFファイルのみです。 

→申込完了画面が表示され、電子申請システムより【申込完了】通知メールが送信されますが、

申請された届出は、まだ完了していません。 

・【申込内容照会】から【PDFファイルを出力する】を押下いただくと、入力内容が印字された

届出書「様式第一号」をダウンロードいただけます。（受付番号は印字されません。） 

 

手順３．審査結果に基づき、補正後の内容入力、添付ファイルをアップロードする

（補正が無い場合は、手順４へ） 

→市の審査（届出内容の確認）が終了し、届出内容に補正が必要な場合、【返却】処理を行い

ます。【返却】の場合、電子申請システム上に補正事項等を示したメールが電子申請システ

ムより送信されます。 

・電子申請サービストップページの申請状況の確認【申込内容照会】より、【申込完了】通知メ

ールに記載の整理番号及びパスワードを入力いただき、【申込詳細】ページへアクセスしてく

ださい。 

・メールに記載されている補正を完了させ、補正後の内容入力及び添付ファイルをアップロード

して申込を完了してください。 

 

手順４．市から受付完了（受理）の旨のメールが届く 

→手順３の補正内容が確認できると、市から【受付完了】（受理）の旨のメールを送付します。 

・【受付完了】（受理）の旨のメールに受付年月日、受付番号を記載していますので、その部分を

切り取り、建設業許可等の標識に張り付けて掲示してください。 
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届出者 宇治市

システムより申請

●京都府・市町村電子申請

サービスに入力

●添付が必要な書類

・別表１～３

・付近見取図

・外観写真又は立面図

・工程表

・委任状

届出書の到達
京都府・市町村電子申請

サービスを使用して届出

届出に不備がある場合

受付

【受付完了】メールに

受付日、受付番号を

記載

修正

申請状況確認ページにアク

セスし、修正事項（伝達事

項）を確認のうえ修正する

申請状況確認ページにアク

セスし、受付を確認

④受付完了メールの受付日、

受付番号を印刷し切り取る

届出内容の確認

【申込完了（未受付）】

メールで到達をお知らせ

【返却（修正指示）】

メールでお知らせ

修正後、再提出

【受付完了】メールで

受付をお知らせ

工事着手

建設業許可等の標識に

④を掲示

電子申請サービス 届出イメージ

入力内容が印字された届出書

（様式第一号）をダウンロー

ドする（受付番号は印字され

ない。）

手続きの流れ

①

②

③
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（様式第一号） ①

ﾌﾘｶﾞﾅ

郵便番号 （ 611-8501 ）　　　電話番号 000-0000-0000

住所
（転居予定先） 郵便番号 （ ）　　　電話番号

住所
　　　

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

　①工事の名称

　②工事の場所

■ 建築物に係る解体工事 用途 、階数 ㎡

□ 建築物に係る新築又は増築の工事用途 、階数 ㎡

□ 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

用途 、階数 、請負代金 万円

□ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 　請負代金 万円
　④請負・自主施工の別　：

２．元請業者（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）

　　ﾌﾘｶﾞﾅ
　①氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
　　（郵便番号　　　611-0000 ）電話番号 000-0000-0000

　②住所
　③許可番号（登録番号）

■ 建設業許可の場合

建設業許可 許可 ( 般 - )第 号 （ 工事業）

主任技術者（監理技術者）

□ 解体工事業の場合

解体工事業登録 - 号

技術管理者氏名

３．対象建設工事の元請業者から法第12条第１項の規定による説明を受けた年月日
　　（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）

　　  建築物に係る解体工事については別表１
　  　建築物に係る新築工事等については別表２
　  　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表３
　  により記載すること。

５．工程の概要
（工事着手予定日）

（工事完了予定日）

（できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。）

（注意）

１　□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

２　届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

※受付番号

ｳｼﾞ　ｲﾁﾛｳ
宇治　一郎代表取締役

ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ

宇治市宇治琵琶33番地

記
１．工事の概要

宇治市●●解体工事

京都府宇治市 宇治 琵琶●●番地の●

請負

　③工事の種類及び規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住宅 2

届　出　書
令和8年6月1日

宇　治　市　長　　宛て

発注者又は自主施工者の氏名
（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）

ｳｼﾞｹﾝｾﾂ

宇治建設
ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ

代表取締役

100、工事対象床面積の合計

、工事対象床面積の合計

ｳｼﾞ　ﾀﾛｳ

宇治　太郎

４．分別解体等の計画等

令和8年6月10日

京都府知事 登録

氏名 宇治　次郎

●●ｹﾝｾﾂ

●●建設

令和8年5月1日

解体

別紙のとおり 令和8年7月10日

宇治市宇治琵琶▲▲番地の▲

京都府知事 07 000001
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申込内容照会の際に必要になります。 

②  

【申込完了】建設リサイクル法に基づく届出について 

 

京都府・市町村共同電子申請サービス 

 

整理番号：012345678910 

パスワード：ABCDE12345 

 

建設リサイクル法に基づく届出の申請を受け付けしました。 

入力いただいたメールアドレス宛に受付メールをお送りします。 

建設リサイクル法に基づく届出が電子申請サービスで申請されました。 

（申請された建設リサイクル法に基づく届出はまだ完了していません。） 

順番に申込内容を確認しますので、しばらくお待ち下さい。 

なお、手続きの処理状況は「マイページ」からご確認いただけます。 

お問い合わせの際に必要となりますので、申込番号を控えるか、このページを印刷して下さ

い。 

 

-------------------------------------- 

お問い合わせ先はこちら 

宇治市建築指導課 

0774-20-8794 

-------------------------------------- 

※このメールアドレスは送信専用です。 
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この部分を切り取り、建設業許可等の

看板に張り付けてください。（④） 

③  

【受付完了】建設リサイクル法に基づく届出について 

 

建設リサイクル法に基づく届出の受付完了のお知らせ 

 

提出されました「建設リサイクル法に基づく届出等」について、届出等の手続きが完了しま

したので、お知らせします。 

 

●このメールが、届出等が完了したことの通知となります。 

上記の＜申請状況確認ページ＞から、申込詳細をご確認下さい。 

※＜申請状況確認ページ＞で確認できる期間は、申込日から１年間です。 

 

●受付日、受付番号は下記のとおりです。 

点線に沿って切り取ったうえ、建設業許可（又は解体登録業）の看板に貼り付けして下さい。 

---------------------------------- 

   建設リサイクル法 

    届出済／宇治市 

  令和８年●●月▲▲日 

  受付番号（Ｗ）R08-◆◆号 

----------------------------------- 
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